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はじめに 

地球規模での環境問題や住民の環境意識の高まり、また、海洋性レクリエーション

需要の増大など海岸を取り巻く社会情勢は大きく変化してきた。 

このような変化を背景とし、総合的な視点に立った海岸の管理を行うため、これま

で「災害からの海岸の防護」を主な目的としていた海岸法が、新たに「海岸環境の整

備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」を目的に加え、平成11年5月に改

正された。この海岸法の改正により、国において「海岸保全基本方針」の策定が行わ

れ、これに基づいて各沿岸毎に「海岸保全基本計画」を策定することとなった。 

この海岸保全基本計画は、地域の持つ自然的、社会的特性を踏まえ、地域の意見も

反映しつつ、海岸法でいう「防護」「環境」「利用」の調和のとれた海岸づくりを目

指して、「海岸の保全に関する基本的な事項」や「海岸保全施設の整備に関する基本

的な事項」等を定めるものである。 

この「八代海沿岸海岸保全基本計画」は、八代海沿岸が鹿児島県、熊本県に跨るこ

とから２県合同で策定したものである。
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第一章 海岸の保全に関する基本的な事項 

１．海岸の現況及び保全の方向に関する事項 

(1)沿岸の自然的特性及び社会的特性 

1)沿岸の概況 

八代海は九州本土と天草諸島に囲まれた閉鎖性の強い海域であり、八代海

沿岸は長島の大崎から天草下島の小松崎まで、総延長約748km(鹿児島県約

196km、熊本県約552km)にわたり、リアス式沈降海岸や多島海、干拓堤防など

で形成されている。海岸延長のうち、約52%の約392km(鹿児島県約71km、熊本

県約321km)が防災上の対策が特に必要な海岸として、海岸保全区域に指定し

ている。 

海岸線を有する市町は、鹿児島県3市町、熊本県8市町であり、その人口は

鹿児島県約9万人、熊本県約36万人である。（平成27年4月現在） 

沿岸域は、干拓地を除いた多くの区域が雲仙天草国立公園をはじめとする

自然公園に指定されており、多島海や断崖など優れた景観を有している。 

また、湾奥部に発達する広大な干潟にはムツゴロウやハクセンシオマネキ

などの海洋生物が生息し、また、国の特別天然記念物に指定されているツル

の飛来地や八代海南部には藻場が分布しているなど、豊かな自然に恵まれて

いる。 

同時に、海上輸送や沿岸漁業を通して地域の生活や経済に深いつながりを

持ち、海水浴といった海洋性レクリエーションなどによる海とのふれあいの

場でもある。 

また一方では、台風の常襲地帯であることから過去において幾度となく被

害を受け、高潮対策として堤防・護岸の整備や改良がなされてきたが、湾奥

部では平成11年9月の台風18号で多大な被害を受けている。

八代海沿岸区分と海岸線を有する関係市町
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2)自然的特性 

  ○気象・海象 

気候は温暖多雨であり、降水は梅雨時期と台風時期に多く、年間降水量は

約1,500～2,800mmである。また、風況は、夏季に南西方向、冬期に北から西

方向の頻度が高くなっている。 

海象として、閉鎖性海域であるため、通常波浪は穏やかであるが、台風時

には吹き寄せ効果などにより海面上昇が大きくなる場合がある。また、湾奥

部で潮位差は約４mと日本有数で、潮流は八代海を南北方向の流れが卓越する

が、その恒流は複雑である。 

○海岸地形・景観 

天草・長島・獅子島の群島及び芦北・天草地域の海岸線などは、リアス式

海岸や多島海で形成され、雲仙天草国立公園や芦北海岸県立自然公園、三角

大矢野海辺県立自然公園に指定されており、内海に島々が点在する多島海景

観と豪快な断崖が連なる箇所があるなど優れた景勝地である。 

また、八代平野及び出水平野は干拓堤防･護岸により直線的な海岸線となっ

ており、八代平野の海岸線には広大な干潟が広がっている。 

海底地形は、湾奥部や出水干拓付近などにおいて水深20m以浅の遠浅な地形

であり、長島海峡から内湾に続く海域では水深50m以深の急峻な地形である。 

湾奥部では、夏の夜半に微風が吹いた際、水平線の海上に光が点滅する「不

知火」の現象が見られ、この「不知火」については、古来から様々な文献に

登場するほか、現在でも多くの研究書が執筆されており、詩歌の題材として

も有名で文化的価値も高い。 

多島海景観(長島町) 出水干拓付近の海岸線(出水市) 

芦北海岸県立自然光公園 
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○流入河川 

日本三大急流の１つと言われる一級河川の球磨川（流域面積1,880km2、延長

552km、支流川数81)をはじめ、二級河川の氷川、佐敷川、水俣川、米ノ津川、

高尾野川などの16河川が八代海に流入している。 

○動植物 

[動 物] 

国際希少野生動物及び国の特別天然記念物に指定されているツルを始めと

した鳥類などが出水平野において確認されている。 

また、湾奥部の干潟や球磨川河口などにおいては、「レッドリストくまもと

2004」で絶滅危惧Ⅱ類のムツゴロウ、ハクセンシオマネキなどの海洋生物の

生息域であると同時に、渡り鳥の餌場であり、絶滅危惧ⅠＢ類に分類されて

いるクロツラヘラサギや、ヘラシギなどのシギ・チドリ類、絶命危惧Ⅱ類の

ツクシガモを始めとした鳥類が飛来する。また、貝類などの底生生物につい

ても数多く確認されている。さらには、長島海峡付近では珊瑚が確認されて

いる。 

ハクセンシオマネキ 

不知火(宇城市) 

野鳥群れ(球磨川河口)ムツゴロウ 

ツルの飛来 

（写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟） 
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[植 物]

岩礁地帯である島嶼部と出水市北部などのガラモ場ではヒジキやホンダワ

ラ等の海藻が繁茂しており、また、砂質底である八代市周辺にはアマモ場が

ある。東町葛輪を始めとした島嶼部で見られるヒトエグサ群落は、薄緑色の

帯状に生育し、景観的にも優れている。 

海浜植物としては水俣市のハマナツメ自生地、御所浦町のハマサジ群落が

確認されている。 

3)社会的特性 

    ○背後地域の概況 

八代海沿岸に面する市町は11市町(7市4町)であり、その人口は約45万人で

ある。（平成27年4月現在） 

広大な農地に支えられる農業、静穏域を活用した養殖を始めとした漁業、

芦北・水俣や天草地域などにおける観光業、八代水俣周辺の工業と様々な産

業が見られる地域である。 

ハマナツメ アマモ 

テーブル珊瑚 

水際線に生育する緑藻 
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海岸線背後の土地利用は、森林と干拓により造成された農地が大半である

が、港の背後には市街地、集落が見られる。 

主な交通体系は、九州本土側の三角線、肥薩おれんじ鉄道と国道3号、長島

の国道389号、宇土半島から天草における国道266号、324号、また、海上交通

としてフェリー・旅客船等があり、地域において重要な交通機関となってい

る。また、JR九州新幹線が開通、南九州西回り自動車道も部分開通している。 

 ○海岸と人との関わり 

[歴史･文化] 

縄文時代の貝塚や海岸付近に見られる指定文化財の古墳などは古くから海

岸線に生活圏があったことを示している。また、江戸時代から本格化した八

代干拓や出水干拓は年代とともに海岸線を前進させ、地域生活に潤いを与え

てきた。 

国の重要文化財に指定された郡築樋門をはじめ、干拓に関連する遺跡も近

年文化財として認識されるようになり、調査保護が進められている。 

長島の蔵之元には、昔、外国船をつないだとされる「唐人石」と呼ばれる

大石がある。南北朝時代以降に天草地方では中国や琉球・朝鮮と通商を行っ

ており、蔵之元も貿易中継地の一つであったと考えられている。 

明治初期に近代的な港として建設された三角西港も歴史的に価値が高く、

国の重要文化財として保護・整備活用が図られている。 

万葉集に歌が収められている野坂の浦は景勝地として知られ、付近にある

うたせ船の発着場からの行き帰りの船上から万葉歌碑を見ることができる。 

[観光･レジャー活動] 

ポケットビーチを利用した海水浴、干潟での潮干狩り、大矢野周辺に多く

野坂の浦の万葉歌碑(芦北町) 唐人石(長島町) 

石積ふ頭(宇城市) 旧郡築新地甲号樋門(八代市) 
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位置するマリーナ・釣り場、うたせ船やケタ打瀬船などの観光漁業、長島や

松島での海中観察、湯の児のフィッシングパークなど、様々な海洋性レクリ

エーションが行われている。また、花火大会や祭りなど海岸を利用したイベ

ントや臨海学校などの学習の場としての利用も行われている。 

[産業活動] 

八代海沿岸には66漁港（熊本県54港、鹿児島県12港）が位置しており、八

代海北部ではアサリなどの採貝、クルマエビ、カニ類などを対象とする流し 

網や手繰り網が主であり、南部ではタチウオ、マダイ、イワシ、チリメン

などを対象とする一本釣りもしくは定置網、阿智網、巻き網、機船船曳網な

どが行われている。また、湾奥部や出水地先や長島周辺におけるアオサ、長

海中観察(長島海中公園) 

海水浴場のにぎわい（長島町） 湯の児海岸（水俣市） 

サーフィン(芦北町) ビーチバレー(芦北町) 

棚底諏訪宮秋の大祭(倉岳町) 
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島周辺、天草諸島周辺におけるブリ・マダイ・トラフグ・クルマエビ・真珠

などの海面養殖業も盛んに行われている。

沿岸に位置する港湾は、重要港湾である八代港と三角港を含めた19港湾（熊

本県11港、鹿児島県8港注1））があり、地域の発展に貢献するとともに、地域の

生活を支えている。 

注 1）長島港については，薩摩沿岸にも含まれる。

[海岸環境保全などへの取り組み] 

海岸愛護月間(7月)を設けて重点的に海岸愛護意識の高揚、啓発及び美化運

動を進めており、清掃活動などを実施している。 

また、八代海沿岸に現存する干潟を含む浅海には、多種多様な底生生物が

生息しており、球磨川河口において、干潮時にはシギ・チドリ類などの渡り

鳥が餌場と休息を求めて飛来するため、干潟観察会や野鳥観察会など自然生

態系と直接触れ合うことができる環境学習の場として利活用されている。 

4)海岸災害と海岸保全の現況 

  ○海岸災害の特徴 

養殖ブリの水揚げ 養殖アオサの収穫 

海岸愛護の看板(長島町) ボランティアによる清掃活動 

野鳥観察会(球磨川河口) 
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八代海は閉鎖性海域であり、外洋からの進入波の影響を受けにくいため、

通常は静穏域である。しかし、台風の常襲地帯であり、湾口が南向きである

ことと遠浅な海底地形であることから、吹き寄せ効果による海面上昇が大き

くなり、高潮の被害を受けやすい地域である。 

平成9年の台風19号や平成11年の台風18号により越波や溢水の被害を受けて

いる。特に平成11年9月の台風18号では、八代海の西側を台風が北上したこと

に加え、満潮（大潮）に向かい潮位が上昇している時間帯であったこともあ

り、宇城市不知火町松合地区で多くの犠牲者を出す結果となった。 

海岸侵食は、局部的な侵食が見られるが、大規模もしくは広域に渡る被害

は見られない。 

熊本地方気象台が昭和６年に三角検潮所を設置し観測を開始したが、これ

までに津波は観測されていない。また、津波についての記録も、熊本県にお

いて、文献に記録されているものも眉山の崩壊による津波以外に3件しかなく、  

また、鹿児島県でも奈良時代に記録があるものの、それ以降は被害の確認は

されていないなど、高潮や高波の記録と比較すると極めて少ない状況である。   

しかし、平成２３年３月１１日の東日本大震災以降、地震・津波による被

害想定の見直しが実施されており、今後津波による被害についても考慮して

おく必要がある。 

球磨川などの河川の河口部などでは土砂堆積に伴い干潟が発達しており、樋

門の排水不良による背後地の湛水被害が懸念されている。 

○海岸整備の経緯 

八代海沿岸においては、高潮対策事業、侵食対策事業及び海岸環境整備事

浸水による被害(宇城市不知火町) 越波による被害(上天草市龍ヶ岳町)

越波による被害１(出水市) 越波による被害２(出水市) 
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業などを実施してきた。海岸保全施設の整備は、直立護岸や消波工などの線

的防護方式が大部分であるが、親水性を考慮した面的防護方式により緩傾斜

護岸や離岸堤などを整備した海岸もある。 

一部の海岸保全施設では、老朽化や沈下、及び土砂堆積などによる樋門の閉

塞などが生じている。 

(2)沿岸の長期的なあり方 

親水性護岸(天草市) 御立岬海岸（芦北町） 

東町海岸松ヶ平地区 

突堤、養浜(中形浦海岸) 堤防(消波工)(金剛海岸) 

緩傾斜護岸と松林(出水海岸) 
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1)長期的な課題 

○海岸の防護に関する課題 
常時は比較的静穏域である八代海沿岸においても、八代海は台風の常襲進

路に位置し、平成11年９月の台風18号により八代海湾奥部において大きな高

潮被害が発生しており、今後も高潮や高波による越波や浸水の被害が懸念さ

れ、海岸保全施設の天端嵩上げなどの防護機能の向上・維持を図る必要性が

ある。 

また、施設整備による防災対策には限界があるため、地震・津波による被

害も考慮して、避難に向けた迅速かつ正確な防災情報の収集・伝達など、総

合的な防災・減災対策の必要性が生じている。 

○海岸環境の整備及び保全に関する課題 

雲仙天草国立公園、三角大矢野海辺県立自然公園、芦北海岸県立自然公園

の指定区域に代表されるリアス式海岸や多島海などの良好な景観が多数見ら

れ、歴史的文化財も沿岸域において指定されていること、また、湾奥部の広

大な干潟、各地の藻場、貴重な動物・植物が存在し、このような自然や歴史

的文化財に配慮する必要がある。 

また、閉鎖性海域である八代海において水質などの海域の環境悪化により

主要な産業である漁業への影響が懸念され、「有明海及び八代海を再生するた

めの特別措置に関する法律」に基づく県計画とも整合を図る必要がある。 

加えて、海岸へのゴミの不法投棄などに対する対応が必要である。 

○海岸における公衆の適正な利用に関する課題 

養殖業を始めとした水産業が盛んである一方、芦北・水俣地域、天草地域

を始めとして海水浴、釣り、ダイビング、水上スキーなどのレジャー・スポ

ーツが盛んであるなど多様なニーズが求められる沿岸域は、港湾・漁港施設、

レクリエーション施設が存在し、海岸利用への配慮と適正化を充実させる必

要がある。 

また、水際へのアクセスが十分でない海岸が存在する中で、高齢者や次世

代を担う子供を含めた地域住民及び海岸利用者に対して、身近な海岸とふれ

あう機会を提供することも今後の課題である。 

また、快適な海岸利用の促進を図るための情報提供など、ハード・ソフト

両面からの対応が必要である。 

2)保全に対する基本方針 

海岸は海と陸が接し多様な生物が相互に関係しながら生息・生育している

貴重な空間である。また、様々な利用の要請がある一方、人為的な諸活動に

よって影響を受けやすい空間である。このような特性を持つ海岸において、

安全で活力ある地域社会を実現し、環境意識の高まりや心の豊かさへの要求

にも対応する海岸づくりが求められている。 
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これらのことから、国民共有の財産として「美しく、安全で、いきいきし

た海岸」を次世代へ継承するため、災害からの海岸の防護に加え、海岸環境

の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用の確保を図り、これらが調和する

よう、総合的な海岸保全を推進する。また、海岸は地域の個性と文化を育ん

できていること等から、地域の特性を生かした地域とともに歩む海岸づくり

を目指すものとする。 

○海岸の防護に関する基本方針 

高潮や波浪などによる災害から背後地の人命や財産の防護に加え、地震・

津波災害も考慮して、海岸保全施設や自然の防護機能を含めた、防護機能の

維持・向上を行う。また、海岸における減災に向けたソフト防災対策を進め

る。 

○海岸環境の整備及び保全に関する基本方針 

良好な自然環境と共生するために、多様な生物の生息・生育域である干潟・

藻場など、そして自然公園に代表される海岸景観など、自然環境の保全に十

分に配慮する。 

○海岸における公衆の適正な利用に関する基本方針 

漁業活動をはじめとする海岸利用における多様なニーズに対し、多くの利

用者が快適かつ便利、もしくは有効に利用できる海岸づくりに努める。また、

親しまれる身近な空間として、地域と連携した海岸管理に努める。 

3)ゾーニング 

八代海沿岸海岸保全基本計画の策定にあたり地域特性を反映するため、下

記のとおりゾーニングを行う。 

・鹿児島県長島町大崎地先から熊本県水俣市袋地先の「鹿児島沿岸」 

・熊本県水俣市袋地先から熊本県天草市久玉町小松崎地先の「熊本沿岸」 

○「鹿児島沿岸」 

沿岸域は、雲仙天草国立公園に見られる多島海や断崖など、優れた景観を

有している。国の特別天然記念物に指定されているツルの飛来地があり、藻

場が広域に分布するなど、豊かな自然に恵まれている。 

同時に、海上輸送や沿岸漁業を通して地域の生活や経済に深いつながりを

持ち、海水浴などの海洋性レクリエーションによる海とのふれあいの場でも

ある。 

その一方で、台風の常襲地帯であることから過去において幾度となく被害

を受け、高潮対策として堤防・護岸の整備や改良がなされてきている。 

○「熊本沿岸」 

沿岸域は、干拓地を除いたほとんどの区域が雲仙天草国立公園をはじめと
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する自然公園に指定されており、多島海や断崖など優れた景観を有している。

また、湾奥部に発達する広大な干潟にはムツゴロウやハクセンシオマネキな

どの海洋生物が生息し、また、八代海南部には藻場が分布しているなど豊か

な自然に恵まれている。 

同時に、海上輸送や沿岸漁業を通して地域の生活や経済に深いつながりを

持ち、海水浴といった海洋性レクリエーションなどによる海とのふれあいの

場ともなっている。 

また一方では、台風の常襲地帯であることから過去において幾度となく被

害を受け、高潮対策として堤防・護岸の整備や改良がなされてきたが、平成

11年9月の台風18号では多大な被害を受けている。 
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２．海岸の防護に関する事項 

八代海沿岸の防護に関する「目標」と「施策」を以下に示す。 

なお、沿岸域の地域特性を反映するために、「鹿児島沿岸」、「熊本沿岸」の

ゾーニングごとに施策を策定する。 

(1)防護の目標 

「高潮」、「津波」、「侵食」に対する防護目標を以下のとおり設定する。

1)高潮に対する防護 

各々の海岸において、気象、海象、地形などの自然条件及び過去の災害発

生の状況を分析し、背後地の人口・資産の集積状況や土地利用の状況等を勘

案して、所定の安全を適切に確保する防護水準を定める。 

高潮や越波などに対する防護として、過去の台風などにより発生した高潮

の記録に基づく既往の最高潮位又は適切に推算した潮位に、適切に推算した

波浪の影響を加え、これらに対して防護することを目標とする。 

2)津波に対する防護 

津波については八代海沿岸での被害はほとんどないが、津波に対して備え

る必要はあるため、津波高の想定に基づく対応を検討するなど、ソフト対策

を含めて十分配慮する。 

3)侵食に対する防護 

侵食に対する防護については、現状の汀線を保全・維持を基本とするが、

侵食が著しく背後地に被害が生じる可能性が高い場合など、汀線の回復を図

るなどの必要な侵食防止を実施する。

（２）防護に関する施策 

1)鹿児島沿岸 

○海岸保全施設の防護機能の維持・向上による安全性の確保 
高潮や越波、地震・津波、局部的に見られる侵食に対し、海岸保全施設の

整備や補修を行い、防護機能の維持・向上に努める。必要に応じて、天端嵩

上げや面的防護方式等の効果的な保全手法により、安全性を確保していく。 

○自然の防護機能を活用した海岸保全手法の採用
浜には、波浪の低減機能や陸域への波の侵入防止機能があり、海岸林や海

浜植生には、波浪低減機能、飛砂防止、防風、飛沫防止等の効果がある。こ

れらの自然の防護機能を活用した海岸保全手法の採用に努める。 

○海岸保全施設の維持管理体制の充実
海岸保全施設の日常的な点検や維持管理等を継続的に行い、異状箇所の早

期発見に努め、適切な補修・改修等の対応を図れるよう、関係機関と連携し

た維持管理体制の充実に努める。維持管理にあたっては、予防保全の考え方
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や長寿命化を取り入れていく。 

○地域と連携した警戒避難体制の充実

海岸保全施設の整備に加え、災害時における地域住民への情報伝達・避難

等のいわゆるソフト防災の体制を充実させるため、地域の連携促進を図ると

ともに、防災意識の向上や高齢者等の災害弱者に配慮した防災体制づくりに

努めていく。さらに、適切な避難のための迅速な情報伝達等の対策、地域と

協力した防災体制の整備や避難経路・避難地の確保、土地利用の調整等のソ

フト面も合わせた総合的な対策の充実を図る。 

 2)熊本沿岸 

○海岸保全施設整備の推進 

沿岸域の特性に応じた適切な整備水準に基づき、必要な施設を、背後

地の重要性、緊急性などを勘案しつつ計画的に整備する。 

整備に当たっては、沿岸に位置する砂浜、岩礁、海岸林などが有する自然

の防護機能の活用や、防護・環境・利用の調和が取れた新たな手法の採用な

どに努めるとともに、自然環境や良好な景観へできる限り影響が少なくなる

よう配慮する。 

○｢熊本県統合型防災情報システム｣の機能充実 

海岸における潮位などの防災情報を関係市町に伝達するとともに、防災関

係、ライフライン、報道の各機関や地域住民などと共有し、防災活動に活用

するために、｢熊本県統合型防災情報システム｣の機能充実を図る。 

○高潮ハザードマップ作成支援 

沿岸市町による高潮ハザードマップの作成を支援するために、高潮が発生

する可能性の高い地域や高潮による浸水範囲を把握するために必要な情報及

び、より効果的なマップとするための住民参加などの策定手法についての情

報を関係市町に提供する。 

○｢高潮に関するホームページ｣の機能充実 

高潮に関する日常的な啓発・広報、災害・防災情報などの情報拠点とする

ために、｢高潮防災に関するホームページ｣の機能充実を図る。併せて、海岸

の環境保全や利用についての情報も発信する。 

○関係機関による各種イベント等の開催 

高潮に対する防災・減災に対して関心を持ってもらうために、関係機関と

連携を図りながら、最新情報や体験の場を提供する各種イベントなどを開催

する。 
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○防災関係機関対象の防災講習会実施 

高潮災害に対し適切な対応を行うための知識や技術の取得に向けた講習会

を開催する。 

○高潮防災訓練等の実施 

防災関係機関や地域住民の防災意識や技術を持続するために、高潮防災訓

練などを実施する。 

○自主防災組織の活性化支援 

地域住民の自主防災組織の組織率の向上と組織の活性化に向け、市町村・

県民を対象としたパンフレット、ビデオ、手引きの作成、自主防災組織活性

化セミナーの開催などにより支援を図る。 

○地域防災計画の充実 

沿岸市町の防災活動の指針である｢地域防災計画｣に対し、高潮対策を盛り

込む市町の増加や内容の充実を図られるよう情報提供を行う。 

○海岸保全施設の機能維持 

海岸保全施設について、関係機関や地域住民と連携・協力を図りながら適

切な管理を行う。また、必要に応じて施設の点検を行い、老朽化した海岸施

設や閉塞樋門の機能回復を図るために維持補修や改修を行う。その場合にお

いても、防護・環境・利用の調和が取れた新たな手法の採用などに努める。 
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３．海岸環境の整備及び保全に関する事項   

（１）海岸環境の整備及び保全のための施策 

沿岸域の地域特性を十分に反映するために、「鹿児島沿岸」、「熊本沿岸」

のゾーニングごとの施策とする。

1)鹿児島沿岸  

○多様な生物の生息・生育環境の保全 
貴重な生物が生息し、漁業の場としての活動の場である干潟や藻場等は、

生物の良好な生育・生息環境であると同時に水質改善機能も期待でき、これ

らの海岸の豊かな自然を適正に保全する。 

また、八代海は閉鎖性の強い海域であることから、水質・赤潮については

十分に考慮し、必要に応じて、施設整備による滞留の影響を考慮する。 

○優れた海岸景観の保全

国立公園に指定されているリアス式海岸や多島海に代表される風光明媚な

自然景観を保全することに努める。施設整備の際は、施設の周辺景観への影

響に配慮し、住民等と合意形成を図りながら検討する。 

○環境保全のための海岸管理の充実
海岸の良好な景観、多様な生物の確保、生活衛生の向上、水産資源の保全

等の総合的な海洋環境の保全を目的として、海岸漂着物等の回収・処理方法、

発生抑制対策、関係者の役割分担等、必要な対策の実施に努める。

良好な海岸環境を保全するため、海浜への車両の乗り入れ、ゴミの散乱や

不法投棄、放置船及び不法占有など海岸環境を損なう行為については、海岸

への立ち入り制限規制、禁止行為の設定、罰則等の対処に努め、海岸管理の

充実を図る。 

また、漂着ゴミや船舶からの油流出事故等が生じた場合は、関係機関や地

域住民と連携・協力して、海岸に関する迅速な情報提供を行い、「かごしま

クリーンアップキャンペーン」等の海岸美化運動の実施など環境保全の活動

を推進する。 

○環境愛護の思想の普及
多様で豊かな自然とふれあうことができる海辺の環境教育や地域住民と協

同して行う清掃活動などを通じて、幅広い世代が海岸を身近に感じることが

できるように海岸愛護の思想の普及を図るとともに、海岸協力団体制度の活

用も図りながら、海岸愛護の活動を支援する人材の育成に努める。 

2)熊本沿岸 

○多様な生物の生育・生息環境への配慮
多様な生物の生育・生息する藻場や干潟、砂浜をはじめとした豊かな自然
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環境に影響が少なくなるようできる限り配慮しつつ、海岸保全施設を整備す

る。 

なお、整備に当たっては「環境影響評価法」､｢熊本県環境影響評価条例」

に基づく環境アセスメント制度や熊本県が独自に導入している「熊本県環境

配慮システム」などの環境配慮の手続きを実施する。 

また、防護、利用と調和を図りながら、喪失した自然の再生に向けた取組

みを推進する。 

○良好な海岸景観への配慮
リアス式海岸、多島海、白砂青松海岸、広大な干潟など、良好な海岸景観

に影響が少なくなるようできる限り配慮しつつ、海岸保全施設を整備する。 

なお、整備に当たっては、「熊本県景観条例」に基づく「公共事業景観形

成指針」を遵守する。 

○環境教育の展開
行政機関、地域住民、学識経験者、教育機関などの連携も図りながら、観

察会、清掃活動、イベント、情報提供などを通して環境教育を展開する。 

○環境保全に向けた海岸管理

海浜への車両乗り入れ、ゴミの不法投棄、油流出事故などの海岸環境に負

荷を与える行為に対処するため、行政機関や地域住民などと連携を図った海

岸管理に努める。  

多島海景観(上天草市) ヘラシギ 
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４．海岸における公衆の適正な利用に関する事項 

（１）公衆の適正な利用を促進するための施策    

沿岸域の地域特性を十分に反映するために、「鹿児島沿岸」、「熊本沿岸」の

ゾーニングごとの施策とする。 

1)鹿児島沿岸 

○多様な海岸利用活動への配慮
沿岸域では、漁業・港湾等の産業活動、海水浴・マリンスポーツ等の海洋

性レクリエーション、祭り・イベント等の多様な利用が行われており、これ

らのニーズに対し、海岸保全施設整備を行う際は、十分に配慮する。 

○海辺における快適性・利便性の向上

誰もが利用しやすく、海とふれあえる海岸空間を目指し、必要に応じて水

際線へのアクセス路や休憩施設、案内標識等の利便施設の整備等にユニバー

サルデザインを採用し、海辺における快適性と利便性の向上に努める。また、

高潮や津波の浸水の恐れがある災害時に、円滑な避難が可能となるよう配慮

する。 

○日常的な海岸管理や海岸利用の適正化

多様な海岸利用に対する適正化を促すため、地域と連携しながら日常的な

海岸管理を行いつつ、地域特性や利用特性に応じたマナー向上のための啓発

活動やルールづくりなどの推進を図る。 

○学習の場としての提供

海辺の自然体験学習、海岸防災学習など、地域住民や子供たちの総合的な

学習の場としての活用を推進し、自然に対する感性、大切に思う心や海岸へ

の愛着を育む。このため、海とのふれあいの場の確保や豊かな自然環境を利

用したプログラム整備等、海岸利用の支援に努めるものとする。 

○海岸情報の提供による利用推進 

海岸の利用を推進するため、観光関係機関や市町村との連携と協力を図り、

パンフレット、インターネット、ポスター等の手段により、各種イベント、

海岸利便施設の状況、海岸へのアクセス、気象海象情報等の情報提供に努め

る。 

○多様な観光資源を活かした魅力ある海岸域の形成 

八代海沿岸には、雲仙天草国立公園に見られる豊かな自然環境や、海水浴

や観光漁業、海中観察など、様々な海洋性レクリエーションなど多様な観光

資源が存在する。これらの既存の観光資源を活かし、調和のとれた海岸を演

出し、沿岸地域との連携を進めて滞在型ないしは周遊型の観光地域の形成を

支援する。 
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2)熊本沿岸 

○多様な海岸利用への配慮 

漁業、レジャー・スポーツ、憩いの場、学習の場などの多様な海岸利用に

配慮しつつ、海岸保全施設を整備する。 

○海岸における快適性・利便性の向上 

誰にでも利用しやすい海岸へのアクセス路、休憩施設、わかりやすい案内

標識などのユニバーサルデザインを取り入れた海岸保全施設を整備するなど、

海岸における快適性・利便性の向上に努める。 

○海岸利用のマナー向上 

多くの人が有効に海岸を利用できるように、マナー向上のための啓発活動

を実施する。 

○学習・教育の場としての海岸の利用 

自然体験学習や防災教育など、学習・教育の場として海岸を利用する。 

○情報の提供による海岸の利用促進 

ホームページなどを活用し、レジャー・イベント情報やアクセス情報など

の海岸に関する情報の発信・提供を行い、海岸の利用を促進する。 

海水浴場(御立岬公園) マナー向上のための看板 
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第二章 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

本計画の第一章で定めた「海岸保全に関する基本的な事項」を推進するため、

海岸保全施設の整備について、以下の事項を別表及び別図に記載する。 

地域の状況変化や社会経済状況の変化などに加え、海岸保全に関する技術開発

の進捗なども考慮しつつ、海岸保全施設の整備内容に関して、別表及び別図を適

宜見直すものとする。 

１．海岸保全施設を整備しようとする区域 

海岸保全施設を整備しようとする区域は、海岸背後の宅地、農地、道路など

に対して被害の発生が想定されるなど、海岸保全施設の新設、改修などが必要

な箇所で適切に設定するものとし、別表及び別図のとおりとする。 

２．海岸保全施設の種類、規模及び配置等 

海岸保全施設の種類、規模及び配置などについては、海岸保全施設を整備し

ようとする区域において、地域の状況変化や技術開発の進捗なども考慮し、よ

り適切な海岸保全手法の採用に向けて具体的検討を行う。 

(1)海岸保全施設の種類

海岸保全施設の種類は、海象や地形などの各種条件、環境・景観への配慮、

背後の土地利用状況、周辺の整備内容などにより総合的に施設の種類を設定

するものとし、別表及び別図のとおりとする。 

(2)海岸保全施設の規模 

海岸保全施設の規模は、整備地区毎の施設延長及び計画天端高（代表天端

高で表示）とし、別表及び別図のとおりとする。 

(3)海岸保全施設の配置 

海岸保全施設の配置は、施設整備を行う地区、地名及びその区域とし、別

表及び別図のとおりとする。 

３．海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

海岸保全施設による受益の地域及びその状況は、海岸保全施設の整備によっ

て高潮・高波などによる災害や海岸侵食から防護される地域及びその地域の土

地利用状況などを示すものとし、別表及び別図のとおりとする。 

４．海岸保全施設の維持又は修繕の方法 

海岸保全施設の維持又は修繕の方法については、定期的な巡視または点検を

行い施設の損傷・劣化その他の変状の把握に努め、変状が認められたときは、

適切な維持・修繕等の措置を講じ、施設の機能を維持する。 

また、今後、急速に施設の老朽化が進行することが見込まれていることから、
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長寿命化計画を策定し、施設を良好な状態に保つよう、施設の維持及び修繕を 

計画的に実施していく。 

なお、これらを実施する区間、施設の種類、規模、配置を表のように設定す

る。 



- 22 -

第三章 海岸保全に関するその他の重要事項 

ここでは、本計画の実施に向けて留意すべき事項について記載する。 

１．関連計画との整合性の確保 

「有明海・八代海を再生するための特別措置に関する法律」により定めら

れる県計画をはじめとして、国土の利用、開発及び保全に関する計画、環境

保全に関する計画、地域計画などの関連する計画と調整・整合を図る。 

２．関係行政機関との連携調整 

海岸に関係する行政機関と十分な連携と緊密な調整のもと、効率的・効果

的な事業実施を図る。 

３．地域住民の参画と情報公開 

海岸保全基本計画の策定段階で必要に応じ開催される公聴会などだけでな

く、海岸保全基本計画が実効的かつ効果的に執行できるよう、策定段階、実

施段階を通じて適宜地域住民の参画を得る。 

また、事業計画の策定段階から、計画の実現によりもたらされる防護、環

境及び利用に関する効果や影響を必要に応じて示すなど、事業の透明性の向

上を図るため、海岸に関する情報を広く公開する。 

４．計画の見直し 

本計画で定めた事項については、地域の状況変化や社会経済状況の変化な

どに応じ、計画の基本的事項及び海岸保全施設の整備内容などを点検し、適

宜見直しを行う。 


